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は じ め に 
 

 

現在、農業従事者の高齢化の進展と農業後継者の不足により、地域の農業の担い手をいかにして確保してい

くか最大の課題となっています。特にも、これまで兼業農家が 60歳の定年後に自家の農業や地域の集落営農の

働き手として農村に還流していましたが、近年の定年年齢の引き上げや再雇用制度の浸透により、60 歳以上の

兼業農業従事者の農業への還流が急激に減少してきています。 

本報告は、農業の担い手確保方策を検討するにあたり、農林水産省の新規就農者調査、認定農業者の経営改

善計画、農林業センサス、水田作経営の法人と非法人の集落営農組織の財務諸表を分析して紫波町の農業の担

い手の現状と課題、水田作経営体の今後の見通しを明らかにしています。 

また、本稿の分析結果に基づき今後の水田作経営の担い手のめざす姿とその担い手の姿に即した新規就農者

確保対策の考え方を整理しています。 

ただし、第 5章水田作経営体の今後の見通し、第 6 章就農タイプ別新規就農者確保対策、第７章地域おこし

協力隊による人材確保は、本報告書の分析結果に基づいた対応方向として整理しているもので、現時点では、

農業関係機関団体と協議して組織的にオーソライズされたものではありませんのでご留意願います。あくまで

も今後の検討材料としてまとめているものです。 

地域で担い手不足が深刻化している中で、新規就農者の確保育成を積極的に推進することが重要なことは言

うまでもありませんが、現下の農業情勢では、現在地域農業の担い手となっている認定農業者においても個人

経営で後継者が確保できている割合は 43％にとどまっています。 

したがって新規就農者の確保対策を講じることはもとより、認定農業者の後継者確保対策も必要と考えられ

ます。 

新規就農者の確保対策を講じる場合は、具体的にどこで、新規就農者が必要なのかを明らかにして募集する

とともに、募集する側で研修体制、経営開始にあたって必要になる農地、機械、施設等の支援、就農後に農業

で暮らしていける経営基盤が確立できるという道筋を立てることが必要と考えます。それらの体制を整えた後

に新規就農者の確保対策を進めるべきではないと考えられます。 

なお、本報告書の各章に関連する産業政策監調査研究は、以下の報告書となっていますので、本報告書と併

せてご覧いただくとより詳細な分析結果をご覧いただけます。 

 

第２章 紫波町の認定農業者の現状 

第 1号「紫波町認定農業者の定量分析と農地の需給見通し」（令和 2 年 10月） 

第 21 号「紫波町の認定農業者の特徴と農地の需給見通し」（令和５年５月） 

第３章 紫波町の水田作経営の動向 

第 22 号「紫波町の作物別経営体数及び作付面積の推移と今後の見通し」令和５年６月 

第４章 紫波町の水田作経営の法人と非法人の集落営農の財務諸表の特徴 

第 18 号「財務諸表の分析に基づく紫波町の集落営農の展開方向」令和５年１月 

第５章 紫波町の水田作経営の今後の見通し 

第 17 号「地域の農地を一元的に管理する管理主体の創設」令和 4 年 8月 
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要   約 
 

第 1章 新規就農者調査（農林水産省）の分析結果 

・新規就農者で最も多いのは、新規自営農業就業者（親元就農）で 31,400 人（69％）、ついで新規雇用就農者

が 10,570 人（23％）、新規参入者（新規就農）は 3,870 人（8％）で新規自営農業者（親元就農）が最も多く

なっています。 

・新規雇用就農者と新規参入者数は、横ばいに推移していますが、新規自営農業就業者は、一貫して減少して

います。 

・60～64歳の年齢階層の新規自営農業就業者は、これまで増加していましたが、令和４年に減少に転じていま

す。 

・新規雇用就農者数は、年齢が若いほど新規就農者数が多く、20～29 歳の年齢階層が最も多くなっています。

また出身別では非農家の出身者がほとんどとなっています。 

・雇用先の農産物販売金額規模が多いほど、新規雇用者数が多く、販売金額 1億円以上の階層の新規雇用者数

が 5,120 人と最も多くなっています。 

・部門別新規参入者は、露地野菜が最も多く、次いで果樹、施設野菜、稲作となっています。 

 

第 2章 紫波町の認定農業者の現状 

・紫波町の担い手の構成は、個人の認定農業者が 143 経営体（73％）で最も多く、次いで法人の認定農業者が

33 経営体（17％）、認定新規就農者は 20経営体（10％）となっています。                  

・認定農業者の経営面積、目標面積、拡大目標面積は、法人と個人がほぼ同程度となっており、今後、地域の

農地を維持管理していく担い手として、法人と個人の認定農業者を維持確保していく必要があります。 

・個人経営の認定農業者の後継者数は、共同申請の認定農業者が８人、個人申請の認定農業者が 57人で、後継

者の確保割合は、共同申請が 80％、個人申請が 43％となっています。 

・認定農業者の年齢が 65歳以上で後継者がいる経営体の経営面積の合計は 376ha、65歳以上で後継者がいな

い経営体の経営面積の合計が 210ha あり、今後の農地の荒廃が懸念されます。 

 

第 3章 紫波町の水田作経営の動向 

・水稲作付面積規模別経営体数は、2.0ha以下では減少し、2.0ha 以上が増加しています。2015 年～2020 年に  

 かけての増加数では、3.0ha 以上の規模階層の経営体の増加数が多くなっています。したがって紫波町の水稲

作経営の分解基軸は 3.0ha 程度とみられます。 

・作付面積規模階層別の水稲作付合計面積は、作付面積規模 2ha～30haの階層と 150ha 以上の規模階層で面積

が増加していますが、30ha～100ha の規模階層では、作付面積が減少しています。5ha～20ha の規模階層の

作付面積は大幅に増加しています。 

・この理由は、規模の大きい個人経営体と大規模法人では、作付面積が増加しているものの、作付面積規模 

が 30ha～100haに属している非法人の集落営農が作付面積を減少させているためではないかと推察されま 

す。 
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第 4章 紫波町の水田作経営の法人と非法人の集落営農の財務諸表の特徴 

・水田作経営の法人（以下法人という）の売上高と非法人の集落営農（以下集落営農組織という）の収入を比

較すると 100ha未満の規模階層では、法人の売上高と集落営農組織の収入はほぼ同じ水準となっています。 

・法人の経常利益と集落営農組織の収支（収入－支出）を比較すると、すべての規模階層で法人の経常利益の

方が上回っています。これは、集落営農組織では、構成員に作業委託費、機械使用料、圃場管理費等を支払

っているため収支の金額が少なくなっています。 

・法人と集落営農組織の役員報酬は大きな差があり、集落営農組織では、経営規模に関わらずほぼ一定で、高

くても 225,000 円となっていますが、法人の場合は、経営規模が大きいほど役員報酬が多くなり、100ha 以

上の経営規模階層では、役員報酬が 8,060,000 円となっています。 

・法人では、法定福利費も計上されており、100ha 以上の経営規模階層の法定福利費は 3,202,691 円となってい

ます。 

・法人が投資に回す資金として積み立てている農業経営基盤強化準備金は、経営規模が大きいほど金額が多い

傾向が見られます。 

・法人が投資に回せる投資余力を「投資余力=農業経営基盤強化準備金＋当期純利益」として試算すると、経営

規模が大きいほど投資余力金額が大きく、100ha以上の経営規模階層では 19,251,610 円となっています。 

 

第 5章 紫波町の水田作経営の今後の見通し 

・今後、地域の大規模法人に農地が集積されていくと見込まれ、各地区に地域の農地の受け皿の核となる

100haを超える経営体として水田作メガファームを育成していくことが必要と考えられます。 

・また、法人と同程度の経営面積、拡大目標面積を持っている個人の認定農業者についても経営基盤の強化と

経営規模の拡大を図りながら地域の農地を引き受けていくことが必要と考えられます。 

・非法人の集落営農は、今後法人化して経営基盤を強化していくのか、それとも法人化が困難なのかを見極

め、法人化が困難な場合には、既存の集落営農組織を母体にして地域の農地を一元的に管理する主体を創設

することも有効な取り組みであると考えられます。 

・水田作メガファームとは、将来にわたり地域の農地の受け皿となる大規模法人経営体 

法人形態：株式会社、農事組合法人、一般社団法人 

経営規模：100ha～1,000ha 

営農形態：水稲+畑作（麦、大豆、子実トウモロコシ）+機械化野菜（タマネギ、ジャガイモ等） 

労働力：経営者+雇用従業員（他産業並みの給与水準と法定厚生福利費（厚生年金、社会保険）） 

資本装備：大規模畑作機械体系、スマート農業機械（ロボットトラクタ、自動操舵田植機、水管理システ

ム、ドローン、ラジコン除草機、スマート乾燥調製施設、経営管理システム） 

・水田作メガファームや個人経営の認定農業者の農作業を効率的に行うために農地中間管理事業を活用し、地

域の農地を一元的に管理する仕組みを構築することが効果的と考えられます。 

・また地域には、多様な志向を持った農家がいることから、それぞれの意向が反映され共存・共栄できる仕組

みを構築する必要があります。  

＜農家の志向別参画方法＞ 

・規模縮小志向の農家の農地を一元的管理主体が借地し直営で経営し借地料を支払う。 

・自作志向の農家で水管理や除草作業が出来る農家には管理作業を委託し管理料を支払う。 

・規模拡大志向の農家で大型農業機械を所有している農家には特定農作業委託し販売権を与える。 
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第 6章 就農タイプ別新規就農者確保対策 

・紫波町の想定する担い手の姿に即して就農タイプ別に新規就農者の確保対策を講じ、担い手を確保していく

ことが効果的ではないかと考えられます。 

＜想定される就農タイプ＞ 

①水田作メガファーム就農タイプ 

・地域の農地の受け皿の核となる 100haを超える大規模水田作経営体として水田作メガファームを育

成する。 

・水田作メガファームを育成していくために経営管理のスキルのある人材を地域おこし協力隊制度を

活用して広く募集し、退任後水田作メガファームの職員として雇用就農する。 

②認定農業者継承就農タイプ 

・地域の農業の担い手となっている認定農業者の後継者を確保する。 

・認定農業者の経営資源を親族の後継者が継承して就農する。 

③認定農業者第三者継承就農タイプ 

・認定農業者で後継者がいない経営体の経営資源を継承して就農を希望する第三者を募集し、認定農

業者のもとで研修して就農する。 

④ＪＡブランド品目就農タイプ 

・ＪＡのブランド品目に限定して新規就農者を募集し、ＪＡ専門部会が中心となって技術習得や経営

開始を支援する。 

⑤農村移住就農タイプ 

・定住人口を増やすために半農半 Xや農ある暮らしのライフスタイルを実現したい人を募集し、紫波町 

に移住して就農する。 
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第1章 新規就農者調査（農林水産省）の分析結果 

 1 調査の概要（農林水産省資料から転載） 

〇調査の目的 

本調査は、食料・農業・農村基本計画（令和 2年 3 月 31 日閣議決定）に基づき、力強く持続可能な農業

構造の実現に向けた担い手の育成・確保を推進するため、新規就農者数（雇用による新規就農者及び新規参

入者数を含む。）を把握し、新たな人材を育成・確保する諸施策の企画・立案、検証等に必要な資料を整備

することを目的とする。 

〇用語の説明 

新規就農者 次の 3 者を新規就農者とする。 

①新規自営農業就農者 

個人経営体の世帯員で、調査期日前 1年間の生活の主な状態が、「学生」から「自営農業への従事が主」

になった者及び「他に雇われて勤務が主」から「自営農業への従事が主」になった者をいう。 

②規雇用就農者 

調査期日前 1年間に新たに法人等に常雇い（年間 7 か月以上）として雇用されることにより、農業に 

従事することとなった者（外国人技能実習生及び特定技能で受け入れた外国人並びに雇用される直前の就 

業状態が農業従事者であった場合を除く。）をいう。 

③新規参入者 

土地や資金を独自に調達（相続・贈与等により親の農地を譲り受けた場合を除く。）し、調査期日前 1年 

間に新たに農業経営を開始した経営の責任者及び共同経営者をいう。 

なお、共同経営者とは、夫婦がそろって就農、あるいは複数の新規就農者が法人を新設して共同経営 

を行っている場合における、経営の責任者の配偶者又はその他の共同経営者をいう。 

 

＜新規学卒就農者＞ 

新規就農者のうち、自営農業就農者で「学生」から「自営農業への従事が主」になった者及び雇用就農 

者で雇用される直前に学生であった者をいう。 

 

＜新規自営農業就農者のうち、「新たに親の農業経営を継承」＞ 

新たに親の農業経営を継承して経営の責任者になった者（共同で農業経営を継承した者を含む。）をい 

う。 

 

＜新規自営農業就農者のうち、「新たに親の農業経営とは別作物等を開始」＞ 

新たに親とは別の作物（品目）で農業経営（農業生産関連事業（「農作物の加工」、「観光農園」、「農家民 

宿」等の農業生産に関連した事業を含む。））を開始し、その経営の責任者になった者をいう。 

 

＜新規雇用就農者の「就業上の地位」＞ 

「役員」とは、農業経営に責任を負っている者、又は業務執行、会計監査等の権限を有する者をいい、「構

成員」とは、任意組織等の法人格を持たない組織で経営に関与している者をいう。「その他」とは、「役員」

及び「構成員」以外をいう。 
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＜新規参入者の「部門」＞ 

新規参入の時に主体として取り組むこととしている部門をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

〇調査時期 

  令和５年２月１日現在 （調査期間 令和４年２月１日～令和５年１月 31 日） 
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2 就業形態別新規就農者数 
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図1-１ 就業形態別新規就農者数（人）
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新規自営農業就業者 新規雇用就農者 新規参入者

図1-2 就業形態別新規就農者数の推移（人）

令和元年 2年 3年 4年

・就業形態別新規就農者数は、新規自営農業就業者 31,400 人（69％）、新規雇用就農者 10,570 人

（23％）、新規参入者 3,870 人（8％）で新規自営農業者（親元就農）が最も多くなっています。 

・新規雇用就農者と新規参入者数は横ばいですが、新規自営農業就業者（親元就農）は、一貫して減少して

います。 
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3 年齢階層別の就業形態別就農者数 
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図1-３ 年齢階層別の就農形態別就農者数（人）

新規自営農業就農者 新規雇用就農者 新規参入者
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図1-４ 年齢階層別の新規自営農業就農者数の推移（人）

令和元年 2年 3年 4年

・就業形態別新規就農者数を年齢階層別にみると 39歳以下では、新規雇用就農者数がもっとも多くなっ

ていますが、40歳以上では新規自営農業就農者が最も多くなっています。 

・新規就農者数が最も多いのは、65歳以上の新規自営農業就農者で 15,660 人となっています。 

・新自営農業就農者数は、59 歳以下の年齢階層では、減少傾向で推移しています。 

・60～64歳の年齢階層では、これまで増加してきましたが、令和４年から減少に転じています。 
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4 新規自営農業者と新規雇用就農者の属性 

 

5 
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図1-5 年齢階層別新規自営農業就農者数（人）

合計 うち新規学卒就農者
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図1-6 年齢階層別新規雇用就農者数（人）

農家出身 非農家出身

・新規自営農業就農者数は、年齢が高いほど就農者数が多く、65歳以上が 15,660 人と突出して多くなってい

ます。新規学卒就農者は、29 歳以下が多くなっていますが、全体で 680 人（2％）となっています。 

・新規雇用就農者数は、年齢が若いほど就農者数が多く、20～29 歳の階層が 3,290 人と最も多くなっていま

す。出身別では非農家の出身者が 9,150 人（87％）で、ほとんどが非農家出身となっています。 
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5 雇用先の農産物販売金額規模別新規雇用就農者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,010 

360 

1,080 1,210 

1,800 

5,120 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

500万円

未満

500～1,000 1,000～3,000 3,000～5,000 5,000～

１億

１億円以上

図1-７ 雇用先の農産物販売金額規模別新規雇用就農者数（人）
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図1-8 就業上の地位別新規雇用就農者数（人）

役員・構成員 その他

・新規雇用就農者数は、雇用先の農産物販売金額規模が多いほど多くなっています。 

・特に販売金額 1億円以上の階層の新規雇用者数は 5,120 人と最も多くなっています。 

・新規雇用就農者の就業上の地位は、役員・構成員は 1,300 人（12％）でほとんどが従業員として雇用され

ています。 
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6 部門別新規参入者数 
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図1-9 部門別新規参入者数（人）
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図1-10 部門別の年齢別新規参入者（人、％）

20～29 30～39 40～49 50～59 60～64 65歳以上

・部門別新規参入者は、露地野菜が 1,370 人で最も多く、次いで果樹、施設野菜、稲作となっています。 

・施設野菜、酪農、肉用牛では、40歳以下の若い新規参入者の構成割合が多くなっていますが、水稲では、

60 歳以上の新規参入者の構成割合が多くなっています。 
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7 新規自営農業就業者の就農以前の就業状態 
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図1-11 新規自営就農者の就農以前の就業状態（人、％）
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図1-12 年齢階層別新規自営就農者の就農以前の就業状態別就農者数（人）

他に勤務 学生 左記以外

・新たに自営農業が主となった世帯員の就農以前の就業状態は、他に勤務が 30,720 人（52％）と最も多く、学

生は 680 人（1％）となっています。 

・年齢別では、65 歳以上が最も多く、学生は 29 歳以下が多くなっています。 
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8 新規自営農業就農者の参入形態 
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図1-13 新規自営農業就農者の参入形態（人、％）

新たに親の農業経営を継承かつ新たに親の農業経営とは別作物等を開始

新たに親の農業経営を継承

新たに親の農業経営とは別作物等を開始
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図1-14 年齢階層別新規自営農業就農者の参入形態別就農者数（人）

新たに親の農業経営を継承かつ新たに親の農業経営とは別作物等を開始

新たに親の農業経営を継承

新たに親の農業経営とは別作物等を開始

・新規自営農業就農者の参入形態は、新たに親の農業経営を継承するという親元就農 5,940 人（86％）がほ

とんどで、新たに親の経営とは別作物等を開始は 600 人（9％）となっています。 
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9 新規雇用就農者の就農以前の就業状態 
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図1-15 新規雇用就農者の以前の就業状態別就農者数（人）
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図1-16 年齢階層別新規雇用就農者の以前の就業状態別就農者数（人）
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・新たに雇用された者の前の就業状態は、農業以外に勤務が 7,210 人（56％）で最も多くなっています。 

・年齢階層別では、29 歳以下では学生が多く、30～39 歳では、家事・育児・その他が多く、40～64歳で

は、農業以外に勤務が多くなっています。 

・65 歳以上では自営農業が多くなっているのが特徴です。 
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第2章 紫波町の認定農業者の現状 

1 認定農業者の個人・法人別経営体数と経営面積 
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図2-1 認定農業者の経営体数（経営体）
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図2-2 認定農業者の経営面積・目標面積・拡大目標面積（ａ）

経営面積 目標面積 拡大目標面積

・経営体数は、個人の認定農業者が 133経営体（76％）で最も多く、次いで法人の認定農業者が 33 経営体

（19％）、共同申請の認定新規就農者が 10経営体（5％）となっています。                  

・経営面積、目標面積、拡大目標面積は、法人と個人がほぼ同程度となっており、今後の農地の引き受け

手として、法人と個人の認定農業者を維持確保していくことが必要です。 
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2 認定農業者（個人）の後継者の確保状況 
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図2-3 後継者がいる認定農業者数（経営体）
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図2-4 後継者がいる認定農業者の割合（％）

・個人経営の認定農業者の中で後継者がいる経営体数は、共同申請の認定農業者が８経営体、個人申請の認

定農業者が 57 経営体となっています。 

・後継者がいる認定農業者の割合は、共同申請が 80％、個人申請が 43％となっています。 
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3 認定農業者（個人）の年齢階層別後継者の確保状況 
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図2-5 年齢階層別の後継者の有無別認定農業者数（経営体）
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図2-6 年齢階層別の後継者が確保されている認定農業者割合（％）

・認定農業者の年齢が 60歳以上になると後継者有の認定農業者数が増加し、後継者がいる認定農業者割合

も高くなっています。 

・認定農業者の 65 歳から 74 歳の年齢階層で確保されている認定農業者数は 47 経営体で、後継者が確保さ

れている認定農業者の割合は 57％となっています。 
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4 認定農業者（個人）の年齢階層別後継者有無別経営面積 
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図2-7 認定農業者（個人申請）の経営面積（a）
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図2-8 認定農業者（個人申請）の後継者有りの経営面積割合（％）

・認定農業者の年齢が高いほど後継者がいる経営体の経営面積が多くなっています。 

・認定農業者の年齢が 65歳以上で後継者がいる経営体の合計経営面積は 376ha、65 歳以上で後継者がいな

い経営体の合計経営面積は 210haあり、今後の農地の荒廃が懸念されます。 
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第3章 紫波町の水田作経営の動向 

1 水稲作付面積規模別経営体数の推移 
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図3-1 水稲作付面積規模別経営体数の推移（経営体）

2010年 2015年 2020年

2
-1

-26

-3
7

33

-3
8

4 2 -3 -1 -1 0

-37

-29

-64

-6 -12

16
11 9 7

0 1 0 0 0

-80

-60

-40

-20

0

20

40

図3-2 水稲作付面積規模別経営体増減数の推移（経営体）

2010年～2015年 2015年～2020年

分解基軸

・水稲作付面積規模別の経営体数は、2.0ha 以下では減少していますが、2.0ha から 30ha までは増加してい

ます。 

・2015 年～2020 年にかけての増加数では、3.0ha以上の規模階層の経営体数の増加数が多なっていること

から、紫波町の水稲作経営の分解基軸は 3.0ha 程度とみられます。 
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2 水稲作付面積規模別の合計作付面積の推移 
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図3-3 水稲作付面積規模別合計作付面積の推移（ha）
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・水稲作付面積規模階別の合計作付面積は、作付面積規模 2ha～30ha と 150ha 以上の規模階層の合計作 

付面積が増加しています。中でも 5ha～20ha の規模階層の合計作付面積が大幅に増加しています。 

・一方、作付面積が 30ha～100ha の規模階層では、合計作付面積が減少しています。 

・この理由は、規模の大きい個人経営体と大規模法人では、作付面積が増加しているものの、作付面積 

規模が 30ha～100haに属している非法人の集落営農が作付面積を減少させているためではないかと推 

察されます。 
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第4章 紫波町の水田作経営の法人と非法人の集落営農の財務諸表の特徴 

1 売上高（収入）と経常利益（収支：収入－支出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,911,074 

59,394,101 68,736,318 

245,468,033 

36,291,944 
61,824,795 54,834,257 

146,860,891 

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

25～49ha 50～69ha 70～99ha 100ha以上

図4-1 法人の売上高と集落営農組織の収入（円）

集落営農収入計 法人売上高

3,306,233 
2,647,886 4,860,493 

314,711 1,202,970 

5,460,960 

7,104,910 

15,369,421 

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25～49ha 50～69ha 70～99ha 100ha以上

図4-2 法人の経常利益と集落営農組織の収支（収入－支出）（円）

集落営農収支 法人経常利益

・水田作経営の法人（以下法人という）と非法人の集落営農（以下集落営農組織という）の売上高と収入

を比較すると 100ha未満の規模階層では、法人の売上高と集落営農組織の収入は、ほぼ同じ水準となっ

ています。（※100ha 以上の階層で集落営農組織の方が収入が多くなっているのは、集落営農組織の中に 400ha を超え

る規模の集落営農が含まれているためと考えられます） 

・法人の経常利益と集落営農組織の収支（収入－支出）を比較するとすべての規模階層で法人の経常利益 

の方が集落営農組織の収支を上回っています。これは、非法人の集落営農では、剰余金を繰越せないた 

め、構成員に作業委託費、機械使用料、圃場管理費、配当金等を支払っているため、収支の金額が少な 

くなっています。 
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2 役員報酬と法定福利費 

 

 

 

 

 

 

 

119,739 191,340 281,053 

3,202,691 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

49ha以下 50～69ha 70～99ha 100ha以上

図4-4 水田作経営法人の経営面積規模別法定福利費（円）

132,818 252,571 158,000 225,000 
250,000 

1,291,500 

2,370,218 

8,060,000 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

25～49ha 50～69ha 70～99ha 100ha以上

図4-3 水田作経営の法人と集落営農組織の役員報酬（円）

集落営農 法人

・法人と集落営農組織の役員報酬には大きな差があり、集落営農組織では、経営規模に関わらず、ほぼ一定 

で高くても 225,000 円となっていますが、法人の場合は、経営規模が大きいほど役員報酬が多くなり、

100ha 以上の経営規模では、役員報酬が 8,060,000 円となっています。 

・法人では法定福利費も計上されており、100ha以上の階層の法定福利費は 3,202,691 円となっています。 
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3 投資資金 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,314,500 

7,897,859 

14,550,381 

9,291,292 

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

49ha以下 50～69ha 70～99ha 100ha以上

図4-5 水田作経営の法人の農業経営基盤強化準備金（円）

4,852,570 

10,139,925 

16,405,642 

19,251,610 

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

49ha以下 50～69ha 70～99ha 100ha以上

図4-6 水田作経営の法人の投資余力（円）

（投資余力＝農業経営基盤強化準備金+当期純利益）

・水田作経営の法人が投資に回す資金として積み立てている農業経営基盤強化準備金は、経営規模が大きい

ほど金額が多い傾向が見られます。（※100ha 以上の階層で準備金額が少ないのは、準備金を取り崩して投資した経

営体があるため） 

・投資に回せる投資余力を【投資余力=農業経営基盤強化準備金＋当期純利益】として試算すると、投資余 

力は、経営規模が大きいほど大きくなっていて 100ha 以上では、19,251,610 円となっています。 
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第5章 水田作経営体の今後の見通し 

1 想定される水田作経営の担い手の姿 

   前述の分析結果から、今後の水田作経営の担い手としては、法人と個人の認定農業者が共存する姿が想定さ

れます。 

まず、法人については、今後水田地帯で大量に供給されてくると見込まれる農地の受け皿として、各地区に

地域の農地の受け皿の核となる 100ha を超える経営体を水田作メガファームとして育成していくことが必要

と考えられます。 

また、法人と同程度の経営面積、拡大目標面積を持っている個人の認定農業者についても経営基盤の強化と

経営規模の拡大を図りながら、地域の農地を引き受けていくことが必要と考えられます。 

設立後 10 数年経過しても法人化ができなかった非法人の集落営農は、今後、法人化して経営基盤を強化し

ていくのか、それとも今後とも法人化が困難なのかを見極め、法人化が困難な場合は、既存の集落営農組織を

母体にして地域の農地を一元的に管理する主体を創設することも有効な取り組みと考えられます。 

 

 

 

 

水田作法人

個人経営体

非法人集落営農

主業農家

副業農家

土地持ち非農家

ほ

う

じ

ん

か

法

人

経

営

可

能

ほ

う

じ

法

人

経

営

困

難

農地の一元的管理主体

農地中間管理事業を活用

地域の農地を一括貸出

地域の農地を一括借入

規模拡大

規模拡大
個人経営体

地域の担い手に特定農作業委託

現 状 想定される担い手の姿

農業経営

農作業受託

農地の保全管理

経営規模

100ha以上

経営規模

20～30ha程度

現 状

水田作メガファーム

【想定される水田作経営体の姿】 
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集積方法

集積面積

投資資金

役員報酬

法定福利費

後継者

機械稼働率

資材購入

販路

事務費

項　目 非法人の集落営農 水田作メガファーム

作業受託 借地・作業受託

集落範囲（30ha程度） 旧町村範囲（100ha程度）

収益性向上

高齢化で持続困難 雇用就農で後継者確保

低 高

持続性
低額 適正に確保

無 法人で負担

ＪＡ中心 ＪＡ+実需者+消費者

農地維持

ＪＡ中心 ＪＡ+メーカー

負担大(枝番管理） 負担軽減

無（剰余金分配） 農業経営基盤強化準備金

水田作

法人

非法人

集落営農

経

営

規

模

拡

大

経理・経営方式

枝番管理

一元的管理

企業的管理

集落範囲 旧小学校学区範囲 旧町村範囲

水田作メガ

ファーム

非法人の集落営農が水田作メガファームに展開するイメージ

地域の農地の一元的管理
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2 水田作メガファームの考え方 

水田作メガファームの育成が必要となる背景は、以下のとおりです。 

① 高齢農業者のリタイヤにより、今後、多量の水田が供給されてくるため、地域の農地の受け皿の核とな

る大規模水田作経営体が必要となってきています。 

② 個人経営の認定農業者も高齢化と後継者の不足により、経営規模を拡大できる個人の認定農業者は限ら

れています。 

③ 農業経営環境の悪化により非法人の集落営農や小規模な法人では、経営の持続が困難になってきていま

す。 

④ 現在、地域の農地の受け皿となっている法人においても労働力の確保が困難になってきており、水田作

に省力的な畑作物を取り入れた輪作体系やスマート農業への取り組みが必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の水田農業の生産構造       将来の水田農業の生産構造 

   小規模水田の分散錯圃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人形態：株式会社、農事組合法人、一般社団法人  

経営規模：100ha～1,000ha 

営農形態：水稲+畑作（麦、大豆、子実トウモロコシ）+機械体系確立（タマネギ、ジャガイモ等） 

労働力：経営者+雇用従業員（他産業並みの給与水準と法定厚生福利費（厚生年金、社会保険）） 

資本装備：大規模畑作機械体系、スマート農業機械（ロボットトラクタ、自動操舵田植機、 

水管理システム、ドローン、ラジコン除草機、スマート乾燥調製施設、経営管理システム） 

非法人 

集落営農 

非法人 

集落営農 

非法人 

集落営農 

水田作 

農業法人 

縮小

農家

個人 

拡大志向 

個人農家 

拡大志向

個人農家 

縮小

農家

個人 
水田作 

農業法人 

水田作 

農業法人 

水田作メガファームとは将来にわたり地域の農地の受け皿となる大規模法人 

水田作メガファーム 

農地の一元的管理、団地化 
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            表 1 水田作メガファームでの導入が想定される資本装備 

作業工程 省   力   機   械 利  用  作  物 

米 小麦 大豆 子実トウモロコシ 

経営管理 営農管理システム（圃場、作業、経営） 〇 〇 〇 〇 

施肥 ロボットトラクタ+施肥機 〇 〇 〇 〇 

耕起 ロボットトラクタ+プラウ+ハロー 〇 〇 〇 〇 

水稲播種 ロボットトラクタ+水稲直播機 〇 〇 〇 〇 

畑作播種 ロボットトラクタ+真空播種機 〇    

定植 自動運転田植機 〇    

水管理 圃場水管理システム 〇 〇 〇 〇 

防除・追肥 農業用ドローン 〇 〇 〇 〇 

水田除草 乗用水田除草機械 〇 〇 〇 〇 

畑地除草 ラジコン除草機、自動除草機、 〇 〇 〇 〇 

収穫 自動操舵・収量食味測定コンバイン 〇 〇 〇 〇 

乾燥調製 スマート乾燥調製システム 〇 〇 〇 〇 
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3 地域の農地を一元的に管理する仕組を構築し生産性向上 

水田作メガファームや個人経営の認定農業者の農作業を効率的に行うために農地中間管理事業を活用し、

地域の農地を一元的に管理する仕組みを構築することが必要と考えられます。 

具体的には、農地中間管理事業を活用し地域の全農地を農地中間管理機構に貸出し、地域の農地を一元的

に管理する主体が地域の全農地を一括して借り受けて、一元的に経営管理する仕組みを構築することです。 

この仕組みを構築することにより、農地の団地化やブロックローテーションがしやすくなり生産性の向上

が図られます。 
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集落営農構成員 
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畑作団地 

団地化とブロックローテーション 
・水稲団地と畑作団地は、ブロック単位に数年でローテーション 

・畑作団地は、子実トウモロコシ、小麦、大豆の輪作 

・耕作者は作物の団地と連動して移動しながら栽培 

 

管理主体 

直営で営農 

担い手に 

特定農作業委託 

管理主体 

作業受託 
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4 地域の多様な志向を持った農家と共存・共栄できる関係を構築 

   地域には、多様な志向を持った農家がいることから、それぞれの志向に応じて地域の農業に参画し、共存・

共栄できる仕組みを構築する必要があります。  

 

＜農家の志向別参画方向＞ 

〇規模縮小志向の農家の農地は、地域の農地の一元的管理主体が借り上げて直営で経営し借地料を支払う。 

〇自作志向の農家で水管理や除草作業が出来る農家には管理作業を委託し管理料を支払う。 

〇規模拡大志向の農家で大型農業機械を所有している農家には特定農作業委託をして販売権を与える。 
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第6章 就農タイプ別新規就農者確保対策 

1 想定する担い手の姿と新規就農タイプ 

これまでの新規就農者確保対策は、新規就農者の希望に応じて国・県・町の事業を活用しながら支援して 

きましたが、栽培を希望する品目や栽培方法が多岐にわるため、技術習得や販路の確保が難しく就農後の経

営安定が難しい状況が見られます。 

このため、紫波町で想定される担い手の姿に即して就農タイプ別に新規就農者の確保対策を講じていくこ 

とが効率的ではないかと考えられます。 

紫波町で想定される担い手の姿と新規就農タイプは次の通りに整理できると考えられます。 

 

 

 

 

認定農業者法人

33経営体

認定農業者個人

143経営体

認定新規就農者

のべ20経営体

水田作メガファーム

認定農業者法人

親族継承認定農業者

65経営体

第三者継承認定農業者

78経営体

ＪＡブランド品目生産者

現状の担い手 将来の姿

非法人集落営農

32経営体

農地の一元的管理主体

後継者有

後継者無

法人化可能

法人化困難

大規模・雇用

想定する担い手の姿と新規就農タイプ

農村移住者

ブランド品目

その他品目

水田作メガファーム就農タ

イプ

農村移住就農タイプ

認定農業者継承タイプ

ＪＡブランド品目就農タイプ

新規就農タイプ

認定農業者第三者継承タイプ
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2 就農タイプ別新規就農者確保対策 

①水田作メガファーム就農タイプ 

・地域の農地の受け皿の核となる 100haを超える大規模水田作経営体として水田作メガファームを育

成する。 

・水田作メガファームを育成していくために経営管理のスキルのある人材を地域おこし協力隊制度を

活用して広く募集し、退任後水田作メガファームの職員として雇用就農する。 

②認定農業者継承就農タイプ 

・地域の農業の担い手となっている認定農業者の後継者を確保する。 

・認定農業者の経営資源を親族の後継者が継承して就農する。 

③認定農業者第三者継承就農タイプ 

・認定農業者で後継者がいない経営体の経営資源を継承して就農を希望する第三者を募集し、認定農

業者のもとで研修して就農する。 

④ＪＡブランド品目就農タイプ 

・ＪＡのブランド品目に限定して新規就農者を募集し、ＪＡ専門部会が中心となって技術習得や経営

開始を支援する。 

⑤農村移住就農タイプ 

・定住人口を増やすため、半農半 Xや農ある暮らしのライフスタイルを実現したい人を募集し、紫波町 

に移住して就農する。 

表 2 就農タイプ別確保目的、対象品目、主な支援策 

就農タイプ 確 保 目 的 対 象 品 目 主 な 支 援 策 

水田作メガファーム 

就農タイプ 

地域の農地の受け皿と

なる大規模法人の人材

を雇用により確保 

機械一貫体系が確立され

た省力的作物 

水稲、麦、大豆、子実ト

ウモロコシ、タマネギ、

ネギ、ジャガイモ等 

地域おこし協力隊 

新規就農者育成総合対策 

（雇用就農資金） 

認定農業者継承就農 

タイプ 

認定農業者の維持 認定農業者の経営品目 親元就農支援補助金 

 

認定農業者第三者継

承就農タイプ 

認定農業者の確保 認定農業者の経営品目 経営継承・発展等事業 

ＪＡブランド品目 

就農タイプ 

ＪＡブランド品目の維

持・拡大 

果樹：りんご、ぶどう 

野菜：きゅうり、トマ 

ト、ピーマン 

花き：りんどう、 

畜産：肉用牛 

新規就農者育成総合対策 

（経営開始資金、就農準備資

金、経営発展支援事業） 

 

農村移住就農タイプ 定住人口の増加 上記以外の品目 農業体験農園設置推進 
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表 3 就農タイプ別の研修～就農の流れ 

就 農 タ イ プ 研  修  ～  就  農  の  流  れ 

水田作メガファーム就農

タイプ 

・大規模水田農業法人経営体で栽培技術、経営管理等の研修を受けながら

雇用就農し、法人の職員となる。 

 

認定農業者継承就農タイ

プ 

 

・認定農業者の農地、機械施設の経営資源を継承しながら就農する。 

・自家で技術を習得し経営を継承する。 

 

認定農業者第三者継承就

農タイプ 

・認定農業者が新規就農者に伴走しながら栽培技術や経営管理を研修す

る。 

・研修先の認定農業者の農地・農業機械施設をリースもしくは購入し、新

規就農する。 

ＪＡブランド品目就農タ

イプ 

 

・ＪＡのブランド品目を維持・拡大するためにＪＡが中心となって研修と

就農支援を行う。 

＜ＪＡ専門部会＞ 

・生産部会の役員や先進経営体で栽培技術の研修を受けて就農する。 

・経営を開始するに当たっては、部会員の遊休施設、中古農業機械を斡旋

するなどの支援を行う。 

・就農後は就農先の近隣の部会役員や先進経営体が師匠となって継続支援

する。 

・ＪＡ組合員となって系統出荷を中心に販売する。 

 

農村移住就農 

タイプ 

・農業体験農園等で農作業体験をしながら、野菜等の栽培技術を習得す

る。 

・栽培技術習得後は小規模な農業経営を開始する。 

・産直組合員となって産直を中心に販売する。 
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2 新規就農者確保対策の推進体制 

農業の担い手を確保するために関係機関団体による協議会を設置し、役割分担を明確にしながら、一丸と

なって担い手確保に取り組んでいくことが必要と考えられます。構成員と主な役割の案は、次の通りです。 

表 4 協議会の構成員と役割（案） 

構成団体等 主      な      役      割 

 

 

紫波町 

・地域計画作成総括 

・農業担い手確保対策総括、新規就農者育成総合対策事業の窓口 

・水田作メガファーム構想推進総括（構想作成、工程表作成、進捗状況進行管理） 

・農地中間管理事業活用支援、各種補助事業活用支援 

・地域おこし協力隊募集 

・農業体験農園設置推進 

 

紫波町農業委員会 

 

・営農の将来意向調査、地域計画の目標地図作成、新規就農者への農地斡旋 

＜農業委員、農地利用最適化推進員＞ 

・農地の貸し手、借り手の意向把握とマッチング 

・新規就農者への農地斡旋 

 

ＪＡいわて中央紫波営

農センター 

・ＪＡブランド品目の新規就農者確保対策の総括 

・農家組合を通じた組合員への水田作メガファーム構想の周知と合意形成促進 

＜ブランド品目の専門部会＞ 

・部会員による新規就農者の研修、就農時の農地・遊休施設機械の斡旋 

・就農先の近隣にいる部会役員による就農後の継続支援 

山王海土地改良区 ・水田作メガファーム構想の組合員への周知と合意形成促進 

東部土地改良区 ・水田作メガファーム構想の組合員への周知と合意形成促進 

紫波町農林公社 ・新規就農者及び認定農業者の指導 

水田作メガファーム経

営体 

・水田作メガファーム就農タイプの就農希望者の技術・経営管理指導 

・研修終了後の雇用 

盛岡広域振興局農政部 ・農業機械施設整備事業活用支援、農地中間管理事業活用支援 

盛岡農業改良普及セン

ター 

・新規就農者育成総合対策事業の活用支援 

・水田作メガファーム経営体の技術・経営指導 

・ＪＡブランド品目就農タイプの新規就農者の技術・経営指導 

 

東北ハイテク研究会 

・水田作メガファーム経営確立のための研究成果の社会実装支援 

（栽培技術：乾田直播、スマート農業等） 

（経営管理：大規模法人の経営管理、雇用管理、人材育成等） 

 

（公社）岩手県農業公

社 

・農地中間管理事業活用支援 

＜駐在員＞ 

・農地の貸し手、借り手の意向把握とマッチング 

・新規就農者への農地斡旋 
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第7章 地域おこし協力隊による人材確保 

1 地域おこし協力隊制度を活用した新規就農者確保対策の事例 

  紫波町の地域おこし協力隊は企画提案型の募集となっていますが、地域おこし協力隊の制度を活用して

新規就農者を確保している市町村は、全国的に多数あります。 

  多くの市町村は、市町村内の研修先で研修して市町村内に就農するという事業の仕組みで、旧青年就農

給付金の準備型に近い事業内容となっています。（※旧青年就農給付金（現農業次世代人材投資資金）では、農家で

の研修も準備型の対象としていた） 

  募集人数は、1名～2名が多く、募集品目では、地域の主作物が多くなっています。また身分は会計年度

職員が最も多く次いで個人事業主となっています。給与は、地域おこし協力隊の制度に即して月額で

151,000 円から 275,000 円となっています。 

表 5 地域おこし協力隊の制度を活用して新規就農者を募集している市町村 

 
出典：インターネットで地域おこし協力隊+農業で検索した結果から作成、したがって必ずしもすべての事例

を網羅しているわけではない。 

 

 

都道府県 市町村 　　　　名　　　　　　　称 募集人数 募集品目 研　修　先 身　　分 給　　与

青森県 黒石市 地域農業の担い手候補募集 1名 りんご 会計年度職員 日額9,798円

茨城県 茨城町 地域おこし協力隊募集要領 １名 メロン 町内農家 会計年度職員 日額8,812円

岩手県 一戸町 自然豊かな一戸町の農業の魅力発信 ２名 一戸夢ファーム 会計年度職員 月額180,000円

岩手県 大船渡市 ワインぶどう、夏ｲﾁｺﾞ産地化プロジェクト 各１名 各法人 個人事業主 月額275,000円

岩手県 軽米町 軽米町地域おこし協力隊 ２名 ホップ ホップ農家 個人事業主 月額230,000円

岩手県 二戸市 農業支援員（民間団体委託型、協力隊委託型） 野菜、果樹 法人 個人事業主 月額170,000円

岩手県 野田村 地域おこし協力隊 やまぶどう 生産農家 会計年度職員
月額151,400年

～204,700円

熊本県 南阿蘇村 地域おこし協力隊新規就農プロジェクト ６名 土地利用型作物 中核農家、法人 会計年度職員 月額160,000円

群馬県 中之条町 地域の「農業人」になる３年間 1名 個人事業主 233,000円

高知県 北川村 委託型地域おこし協力隊 ２名 ゆず ゆず農家 個人事業主 年額2,900,000円

千葉県 勝浦市 農業支援スタッフ
露地野菜１名

施設野菜１名
市内農家 個人事業主 月額233,000円

千葉県 香取市 農業振興業務 １名 農業関連法人 個人事業主 月額233,000円

長野県 池田町 地域おこし協力隊 若干名 農業振興 町内農家 会計年度職員 月額197,612円

新潟県 糸魚川市 糸魚川市地域おこし協力隊 1名 農業支援 会計年度職員 月額206,000円

新潟県 越後市 農業研修生募集 ２名 研修拠点農家 会計年度職員 月額182,800円

新潟県 湯沢町 農業分野 1名 コシヒカリ 農事組合法人 個人事業主 月額200,000円

新潟県 湯沢町 農業分野 2名 コシヒカリ 越後神立協定 個人事業主 月額200,000円

福島県 葛生村 葛生村地域おこし協力隊募集要領 ２名 畜産
酪農、肉牛

羊農業者
会計年度職員

月額165,000

～200,000円

福島県 西会津町 地域おこし協力隊 農業公社職員 西会津町農業公社 月額200,000円

北海道 豊浦町 農業支援員 ２名 いちご 地域農業者 会計年度職員 月額149,800円

北海道 新冠町 農業支援員 １名
夏ピーマン

冬酪農・肉用牛
受け入れ農家 個人事業主 月額233,000円

山形県 朝日町 りんごのまち郷朝日町で農業をしてみませんか 若干名 りんご 地元生産者 個人事業主 月額225,000円

山形県 国見町 農業部門 ６名 桃 連携農家 個人事業主 月額275,000円

山梨県 大月市 大月市農業協力隊推進事業実施要綱 月額166,000円

山梨県 甲斐市 農林業地域おこし協力隊 1名 集落営農組織 会計年度職員 月額154,600円

山梨県 北杜市 北杜市農業地域おこし協力隊支援事業実施要綱 支援機関 個人事業主 月額225,000円
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２ 地域おこし協力隊を活用した新規就農者確保対策の考え方 

  これまでの新規就農対策に加えて、現在の喫緊の課題となっている地域の農地の受け皿となる水田作メガ

ファームの育成を目的として、法人の経営管理やスマート農業を指導できる人材を広く募集するために地域

おこし協力隊制度を活用することも必要と考えられます。 

 

＜地域おこし協力隊制度を活用した新規就農者確保対策の考え方＞ 

 

〇募集テーマ 

水田作メガファーム育成支援員 

  

〇業務内容 

水田作メガファーム育成支援 

   ①スマート農業技術指導、経営管理指導、労務管理指導、マーケティング指導等 

②機械化一貫体系が確立されている作物の農業技術研修 

 （水稲、小麦、大豆、子実トウモロコシ、タマネギ、ネギ、ジャガイモ等） 

 

〇地域おこし協力隊修了後 

指導・研修終了後は、水田作メガファームの従業員として雇用就農する。 

 

〇地域おこし協力隊を派遣する水田作メガファームの要件 

  以下の要件をすべて満たす経営体 

   ①経営形態：法人もしくは法人になると確実に見込まれる経営体 

②経営規模：現在 50ha 以上の水田作経営を行っている経営体 

③雇用形態：年間を通じて雇用している従業員がいる経営体もしくは今後雇用する予定の経営体 

④経営目標：今後地域の農地の受け皿として経営規模を拡大し 100ha以上の経営規模を目指す経営体 

   ⑤認定農業者：認定農業者もしくは特定農業法人になっている経営体、もしくは、今後認定農業者や特

定農業法人となる意向を持っている経営体 
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